
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

があります。そして２つ目の理由が  
「再発防止リスク」です。実名によ
る社内公表はある程度の「再発防
止」にはなります。ただ、それだけ
では再発を劇的に減らすことはでき
ません。本当に再発を防止するため
にはなぜ問題が起きたかをしっかり
と分析し、それに対する「具体的
な」対策を考えることが重要です。  
それにも関わらず、実名を公表する
ことで「これで今後は大丈夫だろ
う」と安心してしまう会社が非常に
多いのです。  
  
このように考えていくとみなさんの
会社の「懲戒処分の社内公表」は  
今のままで大丈夫でしょうか？今一
度、考えてみる必要があるかも知れ
ませんね。  
  
  
※当コラムはわかりやすさを最優先していま

す。そのため法律の一部の例外は省略してい
る場合があります。ご不明な点はご相談くだ

さい。  

  

特定社会保険労務士　小林一石  
  
  
  
  

ある食料品販売の会社で懲戒処分
（懲戒解雇）を行ったことの詳細を
社内に掲示し、文書にして社員にも
配布をしました。そこでその懲戒解
雇になった社員が「名誉毀損だ！」
として会社を訴えたのです。  
  
では、この裁判はどうなったか？  
†   
会社が負けました。会社の行為は
「名誉毀損である」と認められてし
まったのです。では、このような社
内公表はすべて名誉棄�損になってし
まうのでしょうか？それは、必ずし
もそうとは言えません。  
この裁判例では、「公表の際の文面
が過激であった」「半ば、社員に強
引に書面を配布した」という点も問
題としてありました。  
（もしこれらが無ければ、結果は
違っていたかも知れません）  
†   
ただ、今後はどうすべきかというと、  
私は「実名による社内公表」はなる
べく避けたほうが良いと考えます。
その理由は２つあります。まずは11
つ目の理由が「情報の拡散リスク」
です。社員の情報漏洩の問題がたび
たび話題になりますが、懲戒処分の
公表も「社内」だけのつもりがいつ
のまにか「社外」にも拡がってしま
う可能性があります。（社員の中に
は悪意を持って拡散する人がいない
とも言えません）そうなると、そこ
に「実名」などの個人情報が載って
いた場合、会社が訴えられる可能性  
  
  
  
  
  
  
  

　  

NNEEWWSS　東京急行電鉄　第一生命と連携してオフピーク通勤　　　  

22001177//66  

月 刊  
ワ ー ク  
ホリック　  

　懲戒処分の社内公表は  
　何が問題なのか？  

東京急行電鉄が、第一生命（渋谷支社）と連携してオフピーク通勤の推奨  
による混雑緩和施策を実施しているそうです。都内のラッシュ時の混雑は  
たびたび話題になります。解消するにはまだまだ時間がかかりそうですが、  
その解決策になるか。通勤が楽になれば、仕事の生産性もあがるはず。  
  
  
  

  

  

  

  

  

社会保険労務士事務所ワーク・ホリック　  

BBグルメ　港屋２  

NNEEWWSS　TTBBSSと博報堂、共同で事業所内保育所を設立　　　  

TTBBSSテレビ、博報堂、博報堂DDYYメディアパートナーズは共同で事業所内  
保育所を設立すると発表しました。待機児童問題が中々解消されない現状  
から、こういった会社の動きは非常に期待されます。今後も、このような  
会社が増えると良いですね。  
  

大手町駅より  
徒歩２分  

定休：土日祝  
  

食べログ  
33..3300　★★★  

あの島耕作シリーズで、主人公の島耕作が
通っていたことでも有名になった虎ノ門の港

屋の支店です。今話題の星のや東京の１階に
あります。港屋はいついっても行列ですが、

こちらはまだあまり知られていないのかすぐ
に入�れました。今がチャンスです。  

今から約５年前、社労士の資格
をとる際に私は専門学校に通っ
ていました。その専門学校を選
ぶ際に気になったのが「合格
率」です。誰もがそうだと思い
ますが、受講生の9900％が合格
している学校と2200％しかして
いない学校では当然ですが、前
者を選ぶでしょう。そこで聞い
てみたのです。†   
  
ところが、学校に問い合わせる
とその合格率を「発表できな
い」と言われていました。それ
は、社労士試験の合格発表の仕
方が変わったからです。以前は、
実名で発表されていたものが受
験番号で発表されるようになっ
たため、誰が合格したのか集計
できなくなってしまったのだそ
うです。（一応、合格者は学校
に報告するように言われていま
したが中々、報告してこない人
も多いようです）  
†   
このように「実名か匿名か」と
いうのは新聞や雑誌などのマス
コミ発表でもよく話題になりま
す。† これは、懲戒処分の社内
公表にも同じことが言えます。
みなさんの会社の中には懲戒処
分を「実名」で発表していると
ころももしかしたら、あるかも
知れません。では、この場合、
何が問題になるのか？それにつ
いて裁判があります。  
  
  
  
  
  
  
  
　　　　  


